
演 題 名 ：治療に要するお金の話～高額療養費制度を考える～

日 時 ： 令和7年7月12日(第2土曜日) 15:00～16:00

会 場 ： 県民健康センター 研修室

講 師 ： がん検診事業部長 松田 一夫

事前の申込は不要です。

お問い合わせ先：県民健康センター TEL: 0776-98-8000

健康講座のご案内
「福井ライフ・アカデミー連携」

日本には国民皆保険制度があり，病気になった場合，誰でも3割～1割負担で治療
を受けられます。加えて医療費が高額になった場合には，年収に応じて決められた
額以上は支払わなくても済む高額療養費制度があります。今，負担額の見直し論
が国会で議論されていますが，高額療養費制度とは何か？この制度の下でも経済
的理由で治療継続が困難なのはどんな病気なのか，お話します。

長期間続くと
非常に負担が大きい！


